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市
役
所
正
面
玄
関
と
秋
田
駅
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
住
民
票
と
印
鑑
登
録
証

明
書
の
自
動
交
付
機
は
、
５
月
１
日
(土)
か
ら

４
日
(火)
ま
で
、
通
信
機
器
更
新
作
業
の
た
め

利
用
で
き
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
５

月
５
日
(水)
は
通
常
ど
お
り
利
用
で
き
ま
す
。

秋
田
駅
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
、

あ
ら
か
じ
め
平
日
に
市
民
課
ま
た
は
市
民
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
予
約
し
て
お
く

と
、
土
・
日
、
祝
日
に
住
民
票
、
印
鑑
登
録

証
明
書
を
受
け
取
れ
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
な
お
、
５
月
３
日
(月)
・
４
日
(火)
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
お
休
み
で
す
。

●
電
話
予
約
・
問
い
合
わ
せ

市
民
課tel (

８
６
６)

２
０
１
８
　

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ーtel (

８
３
１)

３
７
３
７

平
成
16
年
度
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書

は
５
月
６
日
(木)
に
発
送
し
ま
す
が
、
次
の
よ

う
な
車
両
に
対
し
て
は
減
免
制
度
が
あ
り
ま

す
。
申
請
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は
、
５
月
24

日
(月)
ま
で
に
市
民
税
課
へ
ど
う
ぞ
。

■
身
体
障
害
者
の
か
た
が
使
用
す
る
た
め
に

改
造
し
た
車
両

■
心
身
に
障
害
を
お
持
ち
の
か
た
が
所
有
す

る
車
両(

減
免
の
対
象
は
１
人
１
台)

■
在
宅
介
護(

医
療)

に
関
す
る
事
業
に
専
用

す
る
車
両

●
減
免
申
請
の
問
い
合
わ
せ

市
民
税
課tel (

８
６
６)

２
０
５
４

●
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
　
秋
田
地
域
振
興
局
県
税
部

tel (

８
６
０)

３
３
３
１
　

市
が
発
注
す
る
小
規
模
修
繕(

50
万
円
以

下)
の
受
注
を
希
望
す
る
業
者
の
登
録
を
受

け
付
け
ま
す
。
有
効
期
間
は
、
今
年
６
月
１

日
か
ら
平
成
17
年
５
月
31
日
ま
で
。
申
請
要

領
・
用
紙
は
、
契
約
課(

市
役
所
３
階)

の
ほ

か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/fn/cn/

な
お
、
す
で
に
小
規
模
修
繕
の
受
注
希
望

業
者
の
登
録
を
行
っ
て
い
る
か
た
は
、
申
請

の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

■
対
象
　
市
内
に
主
た
る
事
業
所
が
あ
る
か

た
。
個
人
、
法
人
ま
た
は
建
設
業
の
許
可
の

有
無
、
経
営
規
模
、
従
業
員
数
な
ど
は
問
い

ま
せ
ん
が
、
す
で
に
平
成
15
・
16
年
度
の
建

設
工
事
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
の
業

者
登
録
を
行
っ
て
い
る
か
た
は
申
請
で
き
ま

せ
ん

■
受
付
期
間
　
５
月
10
日
(月)
か
ら
21
日
(金)
ま

で
の
平
日
、
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

■
受
付
場
所
　
契
約
課
工
事
契
約
担
当

tel (

８
６
６)

２
１
６
５

今
年
10
月
１
日
に
住
居
表
示
の
実
施
を
予

定
し
て
い
る
飯
島
地
区
で
、
５
月
初
旬
か
ら

９
月
末
ま
で
現
地
調
査
を
行
い
ま
す
。
対
象

者
に
は
、
４
月
中
に
お
知
ら
せ
の
チ
ラ
シ
を

お
配
り
し
ま
す
。
調
査
員
が
う
か
が
っ
た
際

は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
対
象
地
区
▼
飯
島
字
大
崩
・
飯
田
水

尻
・
田
尻
・
田
尻
堰
越
・
長
野
・
長
山
下
・

南
場
掛
・
西
袋
・
東
上
谷
地
の
各
一
部

●
問
い
合
わ
せ
　
自
治
振
興
課
住
居
表
示
担

当tel (

８
６
６)

２
０
３
６

水
道
局
で
は
、
５
月
上
旬
か
ら
12
月
下
旬

ま
で
、
計
量
法
の
規
定
に
よ
り
一
定
期
間
を

経
過
し
た
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え
作
業
を
行

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

５
月
１
日
(土)
〜
４
日
(火)

自
動
交
付
機
を
休
止

１

小
規
模
修
繕
の
受
注
希

望
業
者
の
追
加
登
録
を

受
け
付
け
ま
す

４

飯
島
地
区
で
住
居
表
示

の
現
地
調
査
を
実
施

５
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り

替
え
作
業
に
ご
協
力
を

６

軽
自
動
車
税
の
減
免
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

３

人口１6.４.１現在

●人口／316,808人(－1,395)
●男／150,732人(－ 848)
●女／166,076人(－ 547)
３月分・出生 219人

・死亡　 221人
・転入 2,515人
・転出 3,908人

（ ）内は前月比

●世帯／126,294世帯(－465)

住
民
票
・
印
鑑
登
録
証
明
書

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

で
休
日
交
付

２
市では、ごみを減らすた

めのアイデアや、節約した
ごみ処理経費(環境貯金)
を、有効に市民のみなさん
に還元できる事業のアイデ
アを募集しています。詳し
くは環境企画課へ。

tel(863)6632

環境貯金箱作戦実施中！

ごみ減量などの



い
ま
す
。
対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
、
身
分
証

明
書
を
携
帯
し
た
指
定
工
事
業
者
が
う
か
が

い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
水
道
局
営
業
課

tel (

８
６
４)

７
５
６
５

食
べ
物
の
袋
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
、
ご

み
は
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。
テ
レ
ビ
や

家
具
な
ど
を
山
に
捨
て
る
と
罪
に
な
り
ま

す
。
監
視
も
強
化
し
て
い
ま
す
。

林
務
課tel ((

８
６
６)

２
１
１
７

今
ま
で
の
不
在
者
投
票
は
、
投
票
用
紙
を

封
筒
に
入
れ
、
そ
の
封
筒
に
署
名
し
て
か
ら

投
票
し
て
い
ま
し
た
が
、
次
の
選
挙
か
ら
投

票
日
前
で
も
投
票
日
と
同
じ
よ
う
に
投
票
で

き
る
「
期
日
前

き
じ
つ
ぜ
ん

投
票
制
度
」
が
始
ま
る
た
め
、

投
票
用
紙
を
直
接
投
票
箱
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
投
票
の
受
付
は
、

告
示
日
の
翌
日
か
ら
と
な
り
、
告
示
日
の
当

日
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。な

お
、
病
院
や
福
祉
施
設
な
ど
で
の
不
在

者
投
票
は
、
今
ま
で
ど
お
り
、
投
票
用
紙
を

封
筒
に
入
れ
る
投
票
と
な
り
ま
す
。

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
る

対
象
は
、
今
ま
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
戦
傷
病
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、
一
定
の
障

害
の
あ
る
か
た
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

新
た
に
「
介
護
保
険
法
上
の
要
介
護
者
で
要

介
護
５
の
か
た
」
と
「
身
体
障
害
者
手
帳
を
お

持
ち
で
、
免
疫
の
障
害
１
級
〜
３
級
の
か
た
」

が
対
象
に
加
わ
り
ま
し
た
。
対
象
と
な
る
障

害
の
程
度
に
つ
い
て
は
市
選
挙
管
理
委
員
会

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
は
、
自
分

で
投
票
用
紙
に
書
く
こ
と
が
原
則
で
す
が
、

障
害
な
ど
の
理
由
で
、
郵
便
な
ど
に
よ
る
不

在
者
投
票
が
で
き
る
要
件
を
満
た
し
、
な
お

か
つ
上
肢
ま
た
は
視
覚
障
害
１
級
の
か
た
に

限
り
、
代
理
人
に
投
票
用
紙
に
書
い
て
も
ら

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
代

理
記
載
人
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
が

必
要
で
す
の
で
、
市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

保険給付費を支払うための
国保税が不足しています

税率等の改正点(医療分)

※介護分の税率等については、変更ありません

今回の改正により、平成16年度の国民健康保険税
は、年額で１人あたり平均6,882円、１世帯あたり平
均12,156円の増額となります。

世帯主(65歳)の年金受給額が年間200万円で、
夫婦２人暮らしの場合

計算例

［2,000,000円－1,400,000円－330,000円］×9.75％

＝26,325円　　　　①所得割額
(収入) (所得控除) (基礎控除) (税率)

25,260円×２人＝50,520円　　　　②均等割額

34,140円　　　　③平等割額
(均等割額)

①+②+③＝110,900円　　合計(年税額)
(100円未満切り捨て)

問い合わせ 国保年金課賦課担当tel(866)2099

期
日
前
投
票
が
始
ま
り
ま
す

問
い
合
わ
せ

秋
田
市
選
挙
管
理
委
員
会tel (

８
６
６)

２
２
６
０

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
に

代
理
記
載
制
度
が
で
き
ま
し
た

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
の

対
象
者
が
広
が
り
ま
す

不
在
者
投
票
が
簡
単
に
！

不
在
者
投
票
が
簡
単
に
！
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き
れ
い
な
水
と
空
気
は
き
れ
い
な
森
か
ら

不
法
投
棄
は
ダ
メ
！

７

国民健康保険に加入しているみなさんが病
気やけがをしたとき、医療費の７割(前期高齢
者※は８割または９割、３歳未満は８割)は、
国民健康保険が負担しています。この医療費
(保険給付費)は、加入者のみなさんが納める国
保税と国などの支出金などで賄われています。

国民健康保険税(医療分)の
税率等が変わります

※70歳以上の国民健康保険加入者で、昭和７年10月１日
以降に生まれ、老人保健法医療受給者に該当しないか

高齢者の増加や失業などにより、国民健康保険の加
入者数は年々増加し続けています。また、平成14年10
月の医療制度改革で前期高齢者制度が新設されたこと
により、今まで老人保健で医療費を負担していたかた
について、75歳になるまで国民健康保険で負担するこ
とになったため、本市の保険給付費は大幅に増えるこ
とになります。
このような状況にあって、現行の税率等のままでは、

増加する保険給付費を支払うことが困難にります。
加入者のみなさんが安心して医療を受けられるよう
平成16年度分から下表のとおり税率等を改正すること
になりましたので、ご理解をお願いいたします。


